
 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月豪雨により被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。 

平成 30年７月豪雨により被災された方については、国の特別な措置により、ご自宅が

床上浸水以上の被災を受けるなど一定の要件に該当した場合、介護保険サービス利用料の

免除を受けることができます。 

この取扱いについては平成 30年 12月利用分までとしていましたが、このたび免除期

間を平成 31年２月利用分まで延長することになりました。 

 ただし、平成 31 年１月以降の利用料について免除を受けるには、介護サービス事業

所に「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」（以下、「減免認定証」といいます。）を

提示する必要があります。 

減免認定証の交付を受けるには、区役所で申請手続きが必要です。区役所健康長寿課

（東区は福祉課）で申請を受け付けますので、平成 31年１月以降の利用料の免除を希望

される方は、お早めにお手続きをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付開始 

平成３０年１２月２０日（木）から 

※ 申請いただいてから減免認定証がお手元に届くまで、お時間がかかります。平成 31 年１月分の

利用料の免除を受けるには、1 月中に介護サービス事業所へ減免認定証を提示する必要がありま

すので、お早めの申請手続きをお願いいたします。 

申請先 

 区役所健康長寿課介護保険係（東区は福祉課高齢介護係） 

※ 避難されている場合は、最寄の区でも受付け可能です。 

免除の対象 

 対象期間中に利用された介護サービスの利用料 

※ 施設やショートステイを利用した際の食費・居住費（滞在費）は、免除の対象外です。 

申請に必要なもの 

 免除の要件により必要な書類が異なります。詳しくは裏面を御確認ください。 

 

平成 30年７月豪雨により被災された方へ 

（裏面へつづく） 

（表面） 

 

平成３０年１２月３１日利用分まで 

 介護サービス事業所の窓口で、豪雨災害による免除の対象者であることを申し出てください。 

平成３１年１月１日利用分から 

 区役所への申請手続き後に送付される「減免認定証」を、介護サービス事業所の窓口に提示して

ください。申し出のみでは免除を受けることができません。 

 

平成 3１年 1 月以降に介護サービス利用料の免除を 

受けるには、区役所へ申請手続きが必要になります！ 
 

別紙 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/index.html


【申請のお手続きに必要なもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お手続きの方法などでご不明な点がございましたら、お住まいの区の区役所健康長寿課（東

区は福祉課）までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】各区健康長寿課介護保険係（東区は福祉課高齢介護係） 

・介護保険利用者負担額免除申請書 

・印鑑（認印） 

・介護保険被保険者証（※） 

・マイナンバー通知カードなど個人番号のわかるもの（※） 

※ 郵送の場合は写しを提出してください 

・住家の損害の内容や程度を確認できるもの

【例】市町村の機関が発行するり災証明書の写し 

   ※ り災証明書に「全半壊」、「全半焼」又は 

「床上浸水」と記載されていること 

 

１ 災害により住家が被災した 

（全半壊、全半焼、床上浸水） 

・主たる生計維持者の状況が確認できるもの 

【例】（死亡の場合）死亡診断書の写し 

（重篤な傷病の場合）医師の診断書の写し 

２ 災害により主たる生計維持

者が死亡し、または重篤な

傷病を負った 

 

・主たる生計維持者が行方不明であることが確

認できるもの 

【例】警察署長に提出した行方不明者に係る届出の写し 

３ 災害により主たる生計維持

者が行方不明となった 

 

・主たる生計維持者が業務を廃止または休止し

ていることが確認できるもの 

【例】休業・廃業に関する届出書の写し、登記事項証明

書の写し 

４ 災害により主たる生計維持

者が業務を廃止または休止

した 

 

・主たる生計維持者が失職し、現在無収入である

ことが確認できるもの 

【例】解雇通知書の写し、雇用保険受給資格者証の写し 

５ 災害により主たる生計維持

者が失職し、現在収入がな

い 

 

② 免除の理由により、1～５いずれかの関係書類  

① 免除の理由にかかわらず必要なもの 

 

 

 

 

 

（裏面） 

《免除の理由》 《申請に必要なもの》 

＜お知らせ＞ 

介護保険料の減免手続のため、 

下記問い合せ先へ、り災証明書

等を既に提出している場合、関

係書類の提出は不要ですので、

窓口でその旨をお知らせください。 


